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第　 7 2 　 号

　 　 　 第 5 次く ま も と 2 1 ヘルス プラ ンの策定について

　 第 5 次く ま も と 2 1 ヘルス プラ ンを次のよ う に策定する こ と と する 。

　 　 令和 6 年 2 月 9 日提出

熊本県知事　 蒲　 島　 郁　 夫　 　 　

　 第 5 次く ま も と 2 1 ヘルス プラ ン（ 熊本県健康増進計画）（ 別冊）

　 （ 提案理由）

　 第 5 次く ま も と 2 1 ヘルス プラ ンの策定については、 熊本県行政に係る 基本的な計画の

策定等を議会の議決事件と し て定める 条例（ 平成 1 6 年熊本県条例第 3 5 号） 第 3 条の規

定によ り 議会の議決を経る 必要がある 。

　 こ れが、 こ の議案を提出する 理由である 。


